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【 保健福祉部地域包括ケア推進課 】  

 

 （ 趣旨 ）  

第 １条  この要綱は 、介護保険法 ( 平成 ９年法律第 123 号。以下 「 法 」 とい う 。)第 115 条の46第

１項の規定に基づき 、地域包括支援センターが実施する包括的支援事業及び介護保険法施行規

則 （ 平成11年厚生省令第36号 ） 第 140 条の64に規定する事業 （ 以下 「 包括的支援事業等 」 とい

う 。）の運営に関し 、必要な事項を定める もの とする 。  

 （ 実施主体 ）  

第 ２条  この事業の実施主体は郡山市とする 。  

 （ 対象者 ）  

第 ３条  包括的支援事業等の対象者は 、本市に住所を有する法第 ９条に定める被保険者及びその

家族並びに関係者とする 。 ただし 、介護保険法施行規則 （ 平成11年厚生省令第36号 ） 第 140 条

の64に規定する事業については 、本市に住所を有する法第 ９条第 １号に定める被保険者とす

る 。  

 （ 実施施設 ）  

第 ４条  包括的支援事業等を実施する施設は 、法第 115 条の46に定められた地域包括支援センタ

ーとする 。  

 （ 事業内容 ）  

第 ５条  包括的支援事業等の内容を 、次の とおり とする 。  

(1) 多様なネッ ト ワーク を活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的

な相談支援事業及び権利擁護事業と して 、次のこ と を行 う 。  

ア  効率的 ・ 効果的に実態把握業務を行い 、支援を必要とする高齢者を見出し 、総合相談に

つなげる と と もに 、適切な支援、継続的な見守 り を行い 、更なる問題の発生を防止するた

め 、地域における様々な関係者のネッ ト ワークの構築を図る 。 そのため、サービス提供機

関や専門相談機関等のマップの作成等によ り活用可能な機関、団体等の把握などを行 う 。

地域に必要な社会資源がない場合は 、 その開発に取り組むこ と 。  

イ  総合相談支援事業を適切に行 う前提と して 、 アのネッ ト ワーク を活用するほか 、様々な



社会資源との連携、高齢者への戸別訪問、同居していない家族や近隣住民からの情報収集

等によ り 、高齢者の心身の状況や家族の状況等についての実態把握を行 う こ と 。  

ウ  総合相談事業と して 、次の業務を行 う こ と 。  

(ｱ ) 初期段階での相談対応と して 、本人、家族、近隣の住民、地域のネッ ト ワーク等を通

じた様々な相談を受けて 、利用者基本情報 （ 第 １号様式 ） に基づき的確な状況把握等を

行い 、専門的又は緊急の対応が必要かど う かを判断する こ と 。 また 、適切な情報提供を

行えば相談者自身によ り解決が可能と判断した場合には 、相談内容に即したサービス又

は制度に関する情報提供、関係機関の紹介等を行 う 。 その際、市の高齢者在宅福祉事業

等に関する事については、相談者の申し出によ り代理申請等を行 う 。  

(ｲ ) 初期段階の相談対応で 、専門的 ・ 継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した場合

は 、当事者への訪問、当事者に関わる様々な関係者からのよ り詳細な情報収集を行い 、

当事者に関する課題を明確にし 、利用者基本情報 （ 第 １号様式 ） によ り個別の支援計画

を策定する 。 また 、支援計画に基づき 、適切なサービスや制度につなぐ と と もに 、当事

者や当該関係機関から 、定期的に情報収集を行い 、期待された効果の有無を確認する 。   

エ  実態把握や総合相談の過程で 、特に権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合に

は 、次のよ う な諸制度を活用する こ と 。  

(ｱ ) 高齢者の判断能力の状況等を把握し 、成年後見制度の利用が必要な場合、 高齢者に親

族がいる場合には、当該親族に成年後見制度を説明し 、親族からの申立てが行われる よ

う支援する 。 また 、申立てを行える親族がないと思われる場合や、親族があっても申立

てを行 う意思がない場合で 、成年後見制度の利用が必要と認める と きは 、速やかに地域

包括ケア推進課に当該高齢者の状況等を報告し 、代理によ る申立てにつなげる こ と 。 な

お、成年後見制度の円滑な利用に向けて 、地域包括ケア推進課と連携し 、成年後見制度

を幅広く普及させるための広報等の取組を行 う こ と 。   

(ｲ ) 虐待等の場合で 、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させる こ とが必要と判断した場

合は 、健康長寿課に当該高齢者の状況等を報告し 、措置入所の実施を求める こ と 。 ま

た 、措置入所後も当該高齢者の状況を把握し 、 でき る限り速やかに 、成年後見制度の利

用など必要なサービス等の利用を支援する こ と 。 なお、虐待の事例を把握した場合に

は 、速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認し 、事例に即した適切な対応を と る こ

と 。   

( ｳ ) 高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合、高齢者自身が支援を拒否して

いる場合等の困難事例を把握した場合には 、他の職種と連携し 、地域包括支援センター

全体で対応を検討する こ と 。   

(ｴ ) 訪問販売によ る リ フォーム業者などによ る消費者被害を未然に防止するため 、 関係機

関と定期的な情報交換を行 う と と もに 、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に情

報提供を行 う こ と 。  

(2) 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 140 条の 64 に規定する事業について 

は 、次のこ と を行 う 。  

ア  第 １号介護予防支援事業 

(ｱ ) 介護予防ケアマネジ メ ン ト Ａ  

(イ) 介護予防ケアマネジ メ ン ト Ｃ  

(3) 法第 115 条の45第 １項第 １号のニ及び前号アに定める第 １号介護予防支援事業は 、利用者



基本情報 （ 第 １号様式 ） 、介護予防マネジ メ ン ト支援計画 ・ 評価表 （ ケアマネジ メ ン ト結果

等記録表 ） （ 第 ２ 号様式 ） 、介護予防週間計画表、介護予防支援 ・ 介護予防ケアマネジ メ ン

ト経過記録 （ 第 ３ 号様式 ） を使用し 、次の とおり とする 。 ただし 、介護予防ケアマネジ メ ン

ト Ｃについては 、 オ及びケから スを省略でき る もの とする 。  

ア  利用申し込みの受付 

  イ  利用者との契約 

  ウ  アセス メ ン ト  

エ  介護予防支援計画 ・ 評価表原案 （ 介護予防ケアマネジ メ ン ト Ｃにおいては、 ケアマネジ

メ ン ト結果等記録表 ） の作成 

  オ  サービス担当者会議の開催 

  カ  介護予防支援計画 ・ 評価表案 （ 介護予防ケアマネジ メ ン ト Ｃにおいては 、 ケアマネジ メ

ン ト 結果等記録表 ） の決定 

  キ  介護予防支援計画 ・ 評価表 （ 介護予防ケアマネジ メ ン ト Ｃにおいては、 ケアマネジ メ ン

ト結果等記録表 ） の交付 

  ク  サービスの提供 

  ケ  モニタ リ ング 

  コ  評価 

  サ  評価及び介護予防支援計画 ・ 評価表変更案の確認 

  シ  給付管理業務 

  ス  介護予防ケアマネジ メ ン ト費請求及び福島県国民健康保険団体連合会への給付管理票送

付 

セ  介護予防小規模多機能型居宅介護事業所と の連携に係る業務 

 (4) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジ メ ン ト の後方支援を行 う包括的 ・

継続的ケアマネジ メ ン ト支援業務と して 、郡山市地域ケア会議の設置、運営に関する指針

（ 平成27年 ９月24日制定 ） に基づき 、次のこ と を行 う 。  

ア  日常的個別指導 ・ 相談業務と して 、地域のケアマネジャーに対する個別の相談窓口を設

置し 、日常的業務の実施に関し 、 ケアプラ ンの作成技術を指導し 、サービス担当者会議の

開催を支援するなど 、専門的な見地からの個別指導、相談への対応を行 う こ と 。 なお、地

域のケアマネジャーの資質向上を図る観点から 、必要に応じて 、地域包括支援センターの

他の職種や関係機関と も連携の上、地域ケア個別会議や研修、制度や施策等に関する情報

提供を実施する こ と 。  

イ  地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例について 、適宜、地域包括支援センターの

他の職種や地域の関係者、関係機関との連携の下で 、 ケアマネジ メ ン ト支援受付票 （ 第 ４

号様式 ） によ り具体的な支援方針を検討し 、指導助言等を行 う こ と 。  

ウ  施設 ・ 在宅を通じた地域における包括的 ・ 継続的なケアを実施するため 、 個別ケース

（ 困難事例等 ） の支援内容等を通じ 、医療 ・ 介護の専門職をはじめ 、 Ｎ Ｐ Ｏ 、社会福祉法

人、 ボラ ンテ ィ ア 、民生委員、自治会長など地域の多様な関係者と の連携体制を構築し 、

定期的に地域ケア圏域会議を行 う こ と 。 また 、会議を通じて地域課題の把握を行 う と と も

に 、地域づく りや資源開発及び政策形成につながる よ う な提案を行 う こ と 。  

エ  地域のケアマネジャーの日常的な業務の円滑な実施を支援するために 、 ケアマネジャー

相互の情報交換等を行 う場を設定するなど 、 ケアマネジャーのネッ ト ワーク を構築する こ



と 。  

(5) 高齢者が住み慣れた地域で暮ら し続け 、 その人ら しい自立した生活を継続するための支援

と して行 う包括的 ・ 継続的ケアマネジ メ ン ト支援事業と して 、次のこ と を行 う 。  

ア  地域包括支援センターにおいて実施する予防給付に関するケアマネジ メ ン ト及び第 1 号

介護予防支援事業並びにケアマネジャーが行 う介護給付のケアマネジ メ ン ト相互の連携を

図る こ と 。 なお、介護保険以外の様々な関係機関との連携体制を構築してい く過程では 、

社会福祉士や保健師との連携が円滑に行われる よ う 、地域包括支援センター内での業務実

施体制に配慮する ものとする 。  

イ  介護予防支援の質の担保のため 、指定介護予防支援事業所と して指定を受けた居宅介護

支援事業所が作成した介護予防サービス計画について 、検証や助言を行 う と と もに 、必要

に応じて当該事業所に対して研修会や事例検討会等を実施する こ と 。  

(6) 市において 、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者によ る認知症の早期におけ

る症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対す

る総合的な支援を行 う こ と とするが 、地域包括支援センターでは 、認知症地域支援推進員を

中心に 、下記のこ と を行 う もの とする 。  

ア  認知症の人に対し 、状態に応じた適切なサービスが提供される よ う 、 認知症初期集中支

援チーム 、認知症疾患医療センターを含む医療機関や、介護サービス事業者や認知症サポ

ーターなどの地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図る こ と 。  

イ  キャ ラバン ・ メ イ ト を中心に 、認知症サポーター養成講座を実施し 、地域における認知

症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための事業を行 う こ と 。  

 （ 実施の委託 ）  

第 ６条  法第 115 条の47第 １項の規定に基づき包括的支援事業の実施を委託される者は 、郡山市

地域包括支援センター運営協議会設置規則に基づき郡山市地域包括支援センター運営協議会よ

り地域包括支援センターの設置者と しての選定を受け 、地域包括支援センターを設置する こ と

ができ る 。  

 （ 秘密の保持 ）  

第 ７条  本事業に係る者は 、要援護高齢者等の個人情報の保護に万全を期する もの と し 、業務に

関して知り得た情報を漏ら してはならない 。  

 （ 委任 ）  

第 ８条  この要綱に定める もののほか 、必要な事項は市長が定める 。  

   附  則 

 この要綱は 、平成18年 ４月 1 日から施行する 。  

   附  則 

 この要綱は 、平成20年 ４月 1 日から施行する 。  

附  則 

 この要綱は 、平成21年 ５月 １日から施行する 。  

附  則 

 この要綱は 、平成23年 ４月 １日から施行する 。  

附  則 

 この要綱は 、平成24年 ４月 １日から施行する 。  

附  則 



 この要綱は 、平成27年 ４月 １日から施行する 。  

附  則 

 この要綱は 、平成28年 ４月 １日から施行する 。  

   附  則 

 （ 施行期日 ）  

 １  この要綱は 、平成29年 ４月 １ 日から施行する 。  

 （ 経過措置 ）  

 ２  この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市地域包括支援センター

の包括的支援事業等の運営に関する要綱 （ 事項にて 「 旧要綱 」 とい う 。 ） によ る様式は 、 この

要綱によ る改正後の郡山市地域包括支援センターの包括的支援事業等の運営に関する要綱の様

式によ る もの とみなす ｡  

 ３  この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は 、当分の間、

所要の調整を して使用する こ とができ る 。  

   附  則 

 （ 施行期日 ）  

 １  この要綱は 、令和 ５年 ４月 １ 日から施行する 。  

 （ 経過措置 ）  

 ２  この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市地域包括支援センター

の包括的支援事業等の運営に関する要綱 （ 事項にて 「 旧要綱 」 とい う 。 ） によ る様式は 、 こ

の要綱によ る改正後の郡山市地域包括支援センターの包括的支援事業等の運営に関する要綱

の様式によ る もの とみなす ｡  

 ３  この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は 、当分の間、

所要の調整を して使用する こ とができ る 。  

   附  則 

 （ 施行期日 ）  

 １  この要綱は 、令和 ６年 ４月 １ 日から施行する 。  

 （ 経過措置 ）  

 ２  この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市地域包括支援センター

の包括的支援事業等の運営に関する要綱 （ 事項にて 「 旧要綱 」 とい う 。 ） によ る様式は 、 こ

の要綱によ る改正後の郡山市地域包括支援センターの包括的支援事業等の運営に関する要綱

の様式によ る もの とみなす ｡  

 ３  この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は 、当分の間、

所要の調整を して使用する こ とができ る 。  

 附  則 

（ 施行期日 ）  

 １  この要綱は 、令和 ７年 ４月 １ 日から施行する 。  

 （ 経過措置 ）  

 ２  この要綱の施行の際、現に提出又は作成されている改正前の郡山市地域包括支援センター  

の包括的支援事業等の運営に関する要綱 （ 次項にて 「 旧要綱 」 とい う 。 ） によ る様式は 、 こ  

の要綱によ る改正後の郡山市地域包括支援センターの包括的支援事業等の運営に関する要綱  

の様式によ る もの とみなす ｡  



 ３  この要綱の施行の際現に旧要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は 、当分の間、

所要の調整を して使用する こ とができ る 。  


